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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作者から投入された投入券類について、少なくとも偽券、真券、又は異常券のいずれ
に該当するかを鑑別する券類鑑別手段と、
　上記券類鑑別手段により、偽券と鑑別された投入券類を収納する偽券収納手段と、
　上記券類鑑別手段により、真券と鑑別された投入券類を収納する真券収納手段と、
　上記券類鑑別手段により異常券と鑑別された投入券類を返却する返却手段と、
　上記券類鑑別手段により偽券と鑑別された投入券類があった場合に、そのあとの取引を
中止するか否かの選択操作を受付ける操作画面を提供する取引中止選択受付手段と、
　上記券類鑑別手段により異常券と鑑別された投入券類があった場合に、券類の再投入を
要求する旨を表示出力する再投入要求手段と
　を有することを特徴とする券類処理装置。
【請求項２】
　上記券類鑑別手段により、偽券であると鑑別された投入券類があった場合に、少なくと
もその投入券類の預かり証を印刷出力する印刷出力手段をさらに有することを特徴とする
請求項１に記載の券類処理装置。
【請求項３】
　操作者から投入された券類を処理する券類処理方法において、
　券類鑑別手段、偽券収納手段、真券収納手段、取引中止選択受付手段、及び再投入要求
手段を有し、
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　上記券類鑑別手段は、操作者から投入された投入券類について、少なくとも偽券、真券
、又は異常券のいずれに該当するかを鑑別し、
　上記真券収納手段は、上記券類鑑別手段により、真券と鑑別された投入券類を収納し、
　上記返却手段は、上記券類鑑別手段により異常券と鑑別された投入券類を返却し、
　上記取引中止選択受付手段は、上記券類鑑別手段により偽券と鑑別された投入券類があ
った場合に、そのあとの取引を中止するか否かの選択操作を受付ける操作画面を提供し、
　上記再投入要求手段は、上記券類鑑別手段により異常券と鑑別された投入券類があった
場合に、券類の再投入を要求する旨を表示出力する
　ことを特徴とする券類処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、券類処理装置及び方法に関し、例えば、金融機関などにおいて、紙幣を入出
金する処理を行う紙幣処理装置などに適用することができる。
【背景技術】
【０００２】
　従来、金融機関などに設置されているＡＴＭ（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｔｅｌｌｅｒ　Ｍ
ａｃｈｉｎｅ）等の紙幣を入出金する装置において、入金時は紙幣入出金口から投入され
た紙幣が分離され、偽券や汚損券等の異常な紙幣が発生した場合には、特許文献１～４に
記載された装置のように、異常検出理由（例えば、偽券、分離時に発生した重走・連鎖、
汚れ・折れによる異常などの理由）によらず、操作者に返却され、返却された紙幣などの
再投入を操作者に促して再投入させていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭６３－１０１９８８号公報
【特許文献２】特開平６－１２５４９号公報
【特許文献３】特開２００２－５６４３８号公報
【特許文献４】特開２００７－２４１７６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の装置では、異常検出理由によらず紙幣を返却するため、偽券を検
出した場合に、（１）操作者に紙幣を再投入してもらわなければいけないため取引時間（
装置の利用時間）が延びる（２）操作者に再投入してもらっても偽券であるため返却され
るため、更に取引時間（装置の利用時間）が延びる（３）偽券検出しても装置に取り込ま
れないため、そのまま世間に流出してしまう等の問題があった。
【０００５】
　そのため、投入された紙幣や金券等の券類の処理において偽券を検出した場合に、操作
者による利用時間を短縮することができる券類処理装置及び方法が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の本発明の券類処理装置は、（１）操作者から投入された投入券類について、少な
くとも偽券、真券、又は異常券のいずれに該当するかを鑑別する券類鑑別手段と、（２）
上記券類鑑別手段により、偽券と鑑別された投入券類を収納する偽券収納手段と、（３）
上記券類鑑別手段により、真券と鑑別された投入券類を収納する真券収納手段と、（４）
上記券類鑑別手段により異常券と鑑別された投入券類を返却する返却手段と、（５）上記
券類鑑別手段により偽券と鑑別された投入券類があった場合に、そのあとの取引を中止す
るか否かの選択操作を受付ける操作画面を提供する取引中止選択受付手段と、（６）上記
券類鑑別手段により異常券と鑑別された投入券類があった場合に、券類の再投入を要求す
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る旨を表示出力する再投入要求手段とを有することを特徴とする。
【０００７】
　第２の本発明は、操作者から投入された券類を処理する券類処理方法において、（１）
券類鑑別手段、偽券収納手段、真券収納手段、取引中止選択受付手段、及び再投入要求手
段を有し、（２）上記券類鑑別手段は、操作者から投入された投入券類について、少なく
とも偽券、真券、又は異常券のいずれに該当するかを鑑別し、（３）上記真券収納手段は
、上記券類鑑別手段により、真券と鑑別された投入券類を収納し、（４）上記返却手段は
、上記券類鑑別手段により異常券と鑑別された投入券類を返却し、（５）上記取引中止選
択受付手段は、上記券類鑑別手段により偽券と鑑別された投入券類があった場合に、その
あとの取引を中止するか否かの選択操作を受付ける操作画面を提供し、（６）上記再投入
要求手段は、上記券類鑑別手段により異常券と鑑別された投入券類があった場合に、券類
の再投入を要求する旨を表示出力することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、投入された紙幣や金券等の券類の処理において、偽券を検出した場合
に、操作者による利用時間を短縮することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態に係る紙幣処理装置の機能的構成について示したブロック図であ
る。
【図２】第１の実施形態に係る紙幣処理装置の外観の構成例について示した説明図である
。
【図３】第１の実施形態に係る紙幣処理装置において、投入紙幣の流れに係る構成を示し
た簡略図である。
【図４】第１の実施形態に係る紙幣処理装置において、投入紙幣の処理例について示した
フローチャートである。
【図５】第１の実施形態に係る紙幣処理装置において、異常紙幣が発生した際の、操作者
に対する通知内容の例について示した説明図である。
【図６】第１の実施形態に係る紙幣処理装置において、偽券が発生した際の、操作者に対
する通知内容の例について示した説明図である。
【図７】第１の実施形態に係る紙幣処理装置において、偽券が発生した際の、出力部によ
り印刷された紙葉類の印刷内容の例について示した説明図である。
【図８】第２の実施形態に係る紙幣処理装置の機能的構成について示したブロック図
【図９】第２の実施形態に係る紙幣処理装置において、投入紙幣の流れに係る構成を示し
た簡略図である。
【図１０】第２の実施形態に係る偽券収納搬送路の具体的な構成例について示した説明図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
（Ａ）第１の実施形態
　以下、本発明による券類処理装置及び方法の第１の実施形態を、図面を参照しながら詳
述する。なお、第１の実施形態では、本発明の券類処理装置及び方法を、紙幣処理装置に
適用した例について説明している。
【００１１】
（Ａ－１）第１の実施形態の構成
　図１は、第１の実施形態の紙幣処理装置１００の機能的構成について示したブロック図
である。
【００１２】
　図２は、第１の実施形態の紙幣処理装置１００の外観の構成について示した説明図であ
る。
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【００１３】
　紙幣処理装置１００は、例えば、銀行などの金融機関にけるＡＴＭ等、紙幣を入出金す
る処理を行う装置である。また、以下の説明において、例えば、金融機関の顧客など、紙
幣処理装置１００の操作を行う者を「操作者」と呼ぶものとする。
【００１４】
　紙幣処理装置１００は、制御部１０１、紙幣投入部１０２、紙幣返却部１０３、紙幣搬
送部１０４、真券収納部１０５、偽券収納部１０６、鑑別部１０７、入力部１０８、出力
部１０９を有している。
【００１５】
　制御部１０１は、紙幣処理装置１００全体の制御をする機能を担っている。また、制御
部１０１は、紙幣処理装置１００における処理を、図示しないホスト装置との間の処理に
応じて行うようにしても良い。
【００１６】
　紙幣投入部１０２は、操作者が紙幣処理装置１００に紙幣を入金する紙幣を取り込むイ
ンタフェースの機能を担っている。紙幣返却部１０３は、例えば、取引が取り消し等によ
り確定しなかった場合や、金種が判定できない紙幣や、汚損券などの異常な紙幣（以下、
「異常紙幣」という）を、操作者に返却するためのインタフェースの機能を担っている。
紙幣投入部１０２及び紙幣返却部１０３は、既存の紙幣出金機などにおいて紙幣を投入や
返却するものを適用することができる。なお、紙幣投入部１０２と、紙幣返却部１０３と
は、一つの紙幣入出金部として構築するようにしても良いが、第１の実施形態においては
図１及び２に示すように別々に構築するものとして説明する。
【００１７】
　紙幣投入部１０２では、図２に示すように紙幣処理装置１００の紙幣投入口２０３に、
操作者から紙幣が投入されると、その紙幣を取り込む。また、紙幣投入部１０２では、複
数の紙幣が投入されると、それらの紙幣を一枚ずつ分離して、紙幣搬送部１０４に送り込
む。また、紙幣投入口２０３は、図２においては図示を省略しているが、シャッター機構
及び、制御部１０１の制御に応じて上記シャッターを開閉させるシャッター駆動機構を備
えるものとする。紙幣投入部１０２では、操作者による取引を行わない時や紙幣を分離中
は、紙幣が投入されないように上記のシャッター機構を閉じた状態とし、操作者に対して
紙幣の投入を促す場合には、上記のシャッター機構を開けるように制御されるものとする
。なお、紙幣投入部１０２において上述のシャッター機構は省略するようにしても良い。
【００１８】
　紙幣返却部１０３では、図２に示すように、操作者に返却する紙幣を、紙幣返却口２０
４から排出し、紙幣返却口２０４では、一時的に返却する紙幣が集積される。
【００１９】
　紙幣搬送部１０４は、紙幣処理装置１００内で、各部の間で紙幣を搬送する機能を担っ
ており、既存の紙幣入出金機などにおいて紙幣を搬送するものを適用することができる。
【００２０】
　入力部１０８及び出力部１０９は、操作者との間のユーザインタフェースの機能を担う
ものである。入力部１０８は、操作者からの操作信号の入力などを受付ける機能を担って
おり、出力部１０９は、操作者へ通知する情報の出力をする機能を担っている。なお、入
力部１０８及び出力部１０９としては、既存の自動取引装置などに搭載されているユーザ
インタフェースに係る構成を適用するようにしても良い。
【００２１】
　出力部１０９による出力は、例えば、ディスプレイ等の表示装置に表示出力させたり、
ディスク装置等の記憶装置に記憶させたり、プリンタ等の印刷装置に印刷出力させたりす
る構成としてもよく、その出力方法は問われないものであるが、図１及び図２においては
、出力部１０９は、表示出力を行うディスプレイ２０１と、図示を省略しているが、紙葉
類に印刷出力する構成を備えており、取引結果等が印刷された紙葉類が図２に示す紙葉類
排出部２０２から排出されるものとする。なお、ディスプレイ２０１、は、既存の自動取
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引装置等に搭載されているディスプレイを適用するようにしても良い。
【００２２】
　また、出力部１０９において、紙葉類に印刷出力する構成及び紙葉類排出部２０２とし
ては、既存の自動取引装置等に搭載されている、紙葉類に取引処理結果などを印刷して排
出するものを適用するようにしても良い。また、出力部１０９において、出力する内容は
、第１の実施形態においては、表示出力及び印刷出力であるものとして説明するが、例え
ば、印刷出力のみや表示出力のみであっても良く、その種類の数や組み合わせは限定され
ないものである。
【００２３】
　入力部１０８は、操作者からの操作信号の入力を、例えば、キーボードやタッチパネル
などを用いて受付けるようにしても良く、その入力方法は限定されないものである。入力
部１０８としては、例えば、図２に示す、ディスプレイ２０１をタッチパネルとして構成
して、操作者からの操作信号の入力を受付けるようにしても良い。
【００２４】
　鑑別部１０７は、紙幣処理装置１００において入金された紙幣について、金種、真偽、
正損等の鑑別を行う機能を担っている。
【００２５】
　鑑別部１０７において、投入紙幣の金種を鑑別する方法としては、例えば、投入紙幣の
外形サイズに基づいて鑑別しても良いし、印刷パターンや磁気パターンにより鑑別（例え
ば、紙幣の額面の部分をスキャニングして鑑別）しても良いし、複数の鑑別方法を組み合
わせて評価するようにしても良く、紙幣の金種を鑑別する方法は限定されないものである
。なお、鑑別部１０７において、投入紙幣の金種を鑑別する構成（投入紙幣に係る検知を
行うセンサや、鑑別処理など）としては、例えば、既存の自動取引装置等における紙幣処
理装置や、既存の紙幣鑑別機と同様の方法を適用することができる。
【００２６】
　鑑別部１０７において、投入紙幣について真券であるか否かを鑑別する方法としては、
例えば、予め入金を予定している真券の種類ごとに、特徴（例えば、印刷パターンや磁気
パターン等）の情報（以下、「真券特徴情報」という）を保持しておき、投入紙幣につい
て検知した特徴との照合結果に基づいて鑑別するようにしても良い。
【００２７】
　鑑別部１０７において、真券と鑑別できなかった投入紙幣を偽券と判定するようにして
も良いが、既存の紙幣鑑別機のように投入紙幣について、真券であるか否かだけでなく、
偽券であるか否かを鑑別するようにしても良く、その鑑別方法は限定されないものである
。投入紙幣について偽券であるか否かを鑑別する方法としては、例えば、予め既知の偽券
の種類ごとに特徴（例えば、印刷パターンや磁気パターン等）の情報（以下、「偽券特徴
情報」という）を保持しておき、投入紙幣について検知した特徴との照合結果に基づいて
鑑別するようにしても良い。
【００２８】
　さらにまた、鑑別部１０７において、投入紙幣の正損する方法としては、例えば、既存
の自動取引装置等における紙幣処理装置（例えば、特開２００８－１５２５９７号公報に
記載の紙幣処理装置）などを適用するようにしても良いが、その鑑別方法は限定されない
ものである。
【００２９】
　真券収納部１０５は、紙幣処理装置１００において、入金した真券の紙幣や出金する真
券の紙幣を収納する機能を担っており、既存の紙幣入出金機などにおいて紙幣を収納する
ものを適用することができる。真券収納部１０５では入金／出金の対象となる紙幣を金種
ごとに異なるカセット（ボックス）を配置するようにしても良い。また、真券収納部１０
５では入金する紙幣と出金する紙幣について、それぞれ別のカセットを配置するようにし
ても良い。
【００３０】
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　図３は、紙幣処理装置１００において、投入紙幣の流れに係る構成を示した簡略図であ
る。
【００３１】
　紙幣搬送部１０４は、例えば、図３に示すように、投入紙幣を搬送する搬送路１０４１
、搬送路１０４１上で紙幣の位置を検知する鑑別後センサ１０４２、偽券通過センサ１０
４３などを用いて実現するようにしても良い。
【００３２】
　搬送路１０４１は、既存の自動取引装置などの紙幣処理装置と同様のものを適用するこ
とができ、例えば、紙幣を挟持して搬送するベルトや、紙幣を搬送する方向を切り替える
切替スイッチ（切替ブレード）等を組み合わせて実現するようにしても良い。鑑別後セン
サ１０４２、偽券通過センサも同様に、既存の自動取引装置などの紙幣処理装置と同様の
ものを適用することができる。
【００３３】
（Ａ－２）第１の実施形態の動作
　次に、以上のような構成を有する第１の実施形態の紙幣処理装置１００における紙幣処
理の動作（実施形態の紙幣処理方法）を説明する。
【００３４】
　図４は、第１の実施形態に係る紙幣処理装置１００において、投入紙幣の処理例につい
て示したフローチャートである。
【００３５】
　まず、操作者により、出力部１０９（ディスプレイ２０１）に表示される操作案内より
入金取引を選択する入力が入力部１０８に行われ、紙幣処理装置１００における入金処理
の取引が開始されたものとする（Ｓ１０１）。
【００３６】
　紙幣処理装置１００では、入金処理の取引が開始されると、紙幣投入部１０２（紙幣投
入口２０３）のシャッター機構が開けられた状態に遷移し、操作者による紙幣の投入が可
能な状態となる（Ｓ１０２）。
【００３７】
　次に、操作者により投入紙幣が、紙幣投入部１０２（紙幣投入口２０３）に投入される
と、紙幣投入口２０３におけるシャッター機構を閉じる制御が行われ、紙幣投入部１０２
により投入された紙幣が、一枚ずつ分離されて紙幣搬送部１０４（搬送路１０４１）に送
り出される（Ｓ１０３）。
【００３８】
　次に、投入紙幣が、紙幣搬送部１０４を介して鑑別部１０７に到達すると、その投入紙
幣について、真偽、金種、正損等の紙幣状態が鑑別される（Ｓ１０４）。
【００３９】
　上述のステップＳ１０４で、鑑別部１０７において、投入紙幣が、真券（汚損もしてい
ない）と鑑別された場合、搬送路１０４１上で、鑑別後センサ１０４２通過後に、図示せ
ぬ切替スイッチ等の搬送切替機構などを用いて、真券収納部１０５方向に搬送方向を切替
えて真券収納部１０５へ搬送される（Ｓ１０５）。
【００４０】
　上述のステップＳ１０４で、鑑別部１０７において、投入紙幣が、異常紙幣と鑑別され
た場合には、その投入紙幣は、搬送路１０４１上で、鑑別後センサ１０４２通過後に、図
示せぬ切替スイッチ等の搬送切替機構などを用いて、紙幣返却部１０３方向に搬送方向を
切替えて紙幣返却部１０３（紙幣返却口２０４）へ搬送され、オペレータに返却される（
Ｓ１０６）。
【００４１】
　上述のステップＳ１０６の処理が完了すると、ディスプレイ２０１には再投入の案内を
表示し、紙幣投入部１０２のシャッター機構を開ける制御が行われる（Ｓ１０７）。
【００４２】
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　図５は、上述のステップＳ１０７において、ディスプレイ２０１に表示する操作者に対
する通知内容の例について示した説明図である。
【００４３】
　そして、操作者により紙幣返却部１０３から紙幣を取り除かれ、紙幣投入部１０２（紙
幣投入口２０３）に紙幣が再投入されると（Ｓ１０８）、上述のステップＳ１０４から再
度動作して、再投入された紙幣も含めて処理が行われる。
【００４４】
　上述のステップＳ１０４で、鑑別部１０７において、投入紙幣が偽券と鑑別された場合
には、鑑別後センサ１０４２通過後に、図示せぬ切替スイッチ等の搬送切替機構を用いて
、一度紙幣返却部１０３方向に搬送方向を切替えて紙幣返却部１０３方向へ搬送される。
同時に、鑑別部１０７で偽券を鑑別した時は図示せぬ媒体投入部分離機構が一旦停止し、
紙幣を装置内に搬送することを止める。更に、投入紙幣について、偽券通過センサ１０を
通過後に図示せぬ切替スイッチ等の搬送切替機構を用いて、鑑別部１０７方向に搬送方向
を切替えて、再度鑑別部１０７へ搬送され再鑑別される（Ｓ１０９）。
【００４５】
　そして、上述のステップＳ１０９において、鑑別部１０７による再鑑別で、真券と鑑別
された投入紙幣については、上述のステップ１０５（真券収納部１０５へ搬送）から動作
する。また、上述のステップＳ１０９において、鑑別部１０７による再鑑別で、異常紙幣
と鑑別された投入紙幣については、上述のステップＳ１０６（紙幣返却部１０３へ搬送）
から動作する。
【００４６】
　上述のステップＳ１０９で、鑑別部１０７による再鑑別でも、偽券と鑑別された投入紙
幣については、鑑別後センサ１０４２通過後に、図示せぬ切替スイッチ等の搬送切替機構
を用いて、偽券収納部１０６方向に搬送方向を切り替えて、偽券収納部１０６へ搬送され
収納される（Ｓ１１０）。
【００４７】
　そして、上述のステップＳ１０９で、鑑別部１０７による再鑑別でも、投入紙幣が、偽
券と鑑別されると、ディスプレイ２０１（出力部１０９）により、偽券検出の案内が表示
され、さらに、紙葉類排出部２０２（出力部１０９）により、偽券検出の案内について印
刷出力され、印刷された紙派類が、紙葉類排出部２０２から排出される（Ｓ１１１）。
【００４８】
　図６は、上述のステップＳ１１１において、ディスプレイ２０１に表示する操作者に対
する通知内容の例について示した説明図である。
【００４９】
　図７は、上述のステップＳ１１１において、出力部１０９により印刷された紙葉類の印
刷内容の例について示した説明図である。
【００５０】
　なお、上述のステップＳ１１１において、出力部１０９により表示や印刷する内容は、
操作者に投入紙幣から偽券が検出された旨を通知することができれば、上述の図６、図７
の内容に限定されないものである。また、ここでは、上述のステップＳ１１１において、
出力部１０９により印刷される内容は、紙幣処理装置１００が、通常操作者にレシートと
して取引内容等を印字出力する印刷機構を用いて印刷されるものとして説明しているが、
別途投入紙幣から偽券が検出された旨を印刷する印刷装置を用いて印刷するようにしても
良い。
【００５１】
　上述のステップＳ１１１の偽券検出の案内に対して、紙幣処理装置１００では、操作者
により、今後の取引の内容について選択する入力を受け付ける（Ｓ１１２）。
【００５２】
　上述のステップＳ１１２において、操作者から「取引中止」を選択する入力が行われる
と、紙幣処理装置１００では、偽券と鑑別された投入紙幣以外の投入紙幣を全て紙幣返却
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部１０３に搬送して返却し（Ｓ１１３）取引を中止する。
【００５３】
　また、上述のステップＳ１１２において、操作者から「取引継続」が選択されると、紙
幣処理装置１００では、後述するステップＳ１１５から処理を継続される。
【００５４】
　上述のステップＳ１１２において、操作者から「追加投入」（偽券の分を別の紙幣で補
充する）を選択する入力が行われると、紙幣処理装置１００では、紙幣投入部１０２のシ
ャッター機構を開ける制御が行われ、操作者から紙幣投入部１０２（紙幣投入口２０３）
に紙幣が追加投入されると（Ｓ１１４）、上述のステップＳ１０４から再度動作して、追
加投入された紙幣も含めて処理が行われる。
【００５５】
　上述のステップＳ１０５、Ｓ１０８、Ｓ１１２（「取引継続」が選択された場合）の処
理が完了すると、紙幣処理装置１００では、次の投入紙幣の有無が判定され（Ｓ１１５）
、次の投入紙幣が残っている場合には、紙幣搬送部１０４により、次の投入紙幣が鑑別部
１０７に送られ、再度上述のステップＳ１０４から処理が行われる。
【００５６】
　上述のステップＳ１０９において、次の投入紙幣が残っていないと判定された場合には
、正常と判定されて、鑑別部１０７で鑑別した金種や枚数を、出力部１０９により、紙葉
類に取引内容として印札出力され、印刷出力された紙葉類が、紙葉類排出部２０２から排
出され（Ｓ１１６）、入金取引が終了する。
【００５７】
（Ａ－３）第１の実施形態の効果
　第１の実施形態によれば、以下のような効果を奏することができる。
【００５８】
　紙幣処理装置１００では、投入紙幣の鑑別結果が偽券であった場合には、その偽券を操
作者に返却することなく装置内に収納してしまうため、操作者に対して偽券の再投入指示
などの操作を省くことが出来ることから、偽券の流出防止や取引処理時間を短縮すること
ができる。
【００５９】
　また、紙幣処理装置１００では、投入紙幣の鑑別結果が偽券であった場合には、その旨
の通知をディスプレイに表示するだけでなく、上述の図８に示すような、紙葉類（預り証
）を印刷出力することにより、操作者は、紙幣処理装置１００の前に留まって金融機関の
係員を呼ぶことなく、その紙葉類（預り証）を係員に見せるだけで、投入紙幣が紙幣処理
装置１００に収納されて返却されない状況を証明することができるので、偽券検出時に、
操作者による紙幣処理装置１００の利用時間（占有時間）を短縮することができる。
【００６０】
（Ｂ）第２の実施形態
　以下、本発明による紙幣処理装置及び方法の第２の実施形態を、図面を参照しながら詳
述する。なお、第２の実施形態では、本発明の券類処理装置及び方法を、紙幣処理装置に
適用した例について説明している。
【００６１】
　図８は、第２の実施形態の紙幣処理装置１００Ａの機能的構成について示したブロック
図であり、上述した図１との同一、対応部分には同一、対応符号を付して示している。
【００６２】
　第２の実施形態の紙幣処理装置１００Ａの外観についても、上述の図２により示すこと
ができるため、詳しい説明は省略する。
【００６３】
　図９は、紙幣処理装置１００において、投入紙幣の流れに係る構成を示した簡略図であ
る。
【００６４】
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　第１の実施形態では、偽券収納部１０６は収納部としてのみの機能を有していたが、偽
券の大量収納は運用上稀なため、少数枚収納可能であればよい。そのため、第２の実施形
態においては、図９に示すように、紙幣搬送部１０４Ａでは、搬送路１０４１に、紙幣搬
送機構、紙幣搬送切替機構を備えた偽券収納搬送路１０４４を設けることにより、装置ス
ペースの縮小が可能となる。第２の実施形態の紙幣処理装置１００Ａは、第１の実施形態
の紙幣処理装置１００から偽券収納部１０６を除き、紙幣搬送部１０４を紙幣搬送部１０
４Ａに置き換え、紙幣搬送部１０４Ａ上で偽券を収容するようにしたこと以外は、第１の
実施形態と同様のものであり、以下の説明においては、第２の実施形態について第１の実
施形態との差異についてのみ説明する。
【００６５】
　偽券収納搬送路１０４４は、図９に示すように、鑑別部１０７と紙幣返却部１０３の間
に設けられている。
【００６６】
　図１０は、偽券収納搬送路１０４４の具体的な構成例について示した説明図である。
【００６７】
　偽券収納搬送路１０４４には、図１０に示すように、鑑別後搬送路３０１、返却口前搬
送路３０２、偽券収納部３０３、偽券搬送切替部３０４が備えられている。
【００６８】
　偽券収納部３０３は、偽券を収納するものであり、図１０に示すように搬送路に沿った
位置に配置されている。
【００６９】
　鑑別後搬送路３０１は、鑑別後に偽券又は異常紙幣と鑑別された投入紙幣を、偽券収納
部１４又は紙幣返却部１０３の方向に搬送するものである。
【００７０】
　返却口前搬送路３０２は、鑑別後に異常紙幣と鑑別された投入紙幣を、鑑別後搬送路３
０１から紙幣返却部１０３まで投入紙幣を搬送するものである。
【００７１】
　偽券搬送切替部３０４は、図１０に示すように、鑑別後搬送路３０１から返却口前搬送
路３０２又は偽券収納部３０３へ紙幣が搬送される分岐点に配置されており、偽券と鑑別
された投入紙幣を偽券収納部１４に、偽券以外の異常紙幣を紙幣返却部１０３に搬送する
ために、搬送する方向を切り替えるものである。
【００７２】
　第１の実施形態と同様の制御方法で、鑑別部１０７で投入紙幣が偽券であることを鑑別
した場合は、その投入紙幣について鑑別後センサ１０４２通過後に、偽券収納搬送路１０
４４方向に搬送方向を切替えて、偽券収納搬送路１０４４方向へ搬送される。
【００７３】
　投入紙幣が、偽券以外の異常紙幣、または初回偽券鑑別の紙幣であれば、鑑別後搬送路
３０１を通過中に図示せぬ切替スイッチ等によって図１０に示すように、「Ａ方向」に切
替えられた偽券搬送切替部３０４によって、返却口前搬送路３０２に搬送され、紙幣返却
部１０３へ搬送される。
【００７４】
　再鑑別後も偽券と鑑別された投入紙幣であれば、図１０に示すように、偽券搬送切替部
３０４によって「Ｂ方向」に切替え、偽券収納部３０３に搬送され偽券が収納される。
【００７５】
　第２の実施形態の紙幣処理装置１００Ａでは、偽券の大量収納は運用上稀なため、少数
枚収納可能であればよいという前提により、偽券収納部３０３を、真券収納部１０５より
も小型のものとしており、装置全体で必要とするスペースを低減している。また、偽券の
収納頻度は運用上稀なため、偽券収納部３０３から紙幣を取り出す場合は、直接手で取り
出すようにしても、装置運用に係る運用者（金融機関の係員等）の負担は少なく、収納し
た紙幣を一枚ずつ分離して自動的に出金する機構を設けなくても良いため、この場合、さ
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【００７６】
　そして、紙幣処理装置１００Ａでは、偽券収納部３０３を、小型化することにより、上
述の図１０に示すように、鑑別後搬送路３０１の先に偽券の収納部を設けるのではなく、
鑑別後搬送路３０１に沿った位置に配置しても、装置全体の大きさへの影響が少なくする
ことができる。このように、第２の実施形態の紙幣処理装置１００Ａでは、鑑別後搬送路
３０１上の偽券収納部３０３に、紙幣搬送機構（鑑別後搬送路３０１、返却口前搬送路３
０２）と、搬送切替機構（偽券搬送切替部３０４）を備えることで、装置全体が必要とす
るスペースを低減し、装置全体の縮小化が実現できる。
【００７７】
（Ｃ）他の実施形態
　本発明は、上記の各実施形態に限定されるものではなく、以下に例示するような変形実
施形態も挙げることができる。
【００７８】
（Ｃ－１）上記の各実施形態においては、本発明の券類処理装置及び方法を、紙幣処理装
置に適用した例について説明したが、紙幣以外にも金券等の他の券類について処理する装
置に適用するようにしても良い。
【００７９】
（Ｃ－２）上記の各実施形態においては、紙幣処理装置１００は、紙幣を入出金する装置
として説明したが、少なくとも操作者から紙幣を取り込んで入金する手段のみを有する装
置として構成するようにしても良い。すなわち、紙幣処理装置１００は、出金する手段を
備えていなくても良い。
【００８０】
（Ｃ－３）上記の各実施形態においては、紙幣処理装置において、鑑別部は、投入紙幣に
ついて、金種、真偽、正損等の鑑別を行うものとして説明したが、少なくとも投入紙幣が
偽券であるか否かを鑑別することができれば良く、その他の項目（真券であるか否か、正
損等）の鑑別は、紙幣処理装置１００の処理目的に応じて省略するようにしても良い。
【００８１】
（Ｃ－４）上記の各実施形態においては、鑑別部１０７は、投入紙幣について偽券と鑑別
した場合には、再度鑑別を実施するようにしているが、再鑑別せずに投入紙幣を偽券と断
定するようにしても良いし、２回以上再鑑別するようにしても良く、鑑別部１０７におい
て投入紙幣を再鑑別する回数は限定されないものである。
【符号の説明】
【００８２】
　１００…紙幣処理装置（券類処理装置）、１０１…制御部、１０２…紙幣投入部、１０
３…紙幣返却部、１０４…紙幣搬送部、１０４１…搬送路、１０４２…鑑別後センサ、１
０４３…偽券通過センサ、１０５…真券収納部、１０６…偽券収納部、１０７…鑑別部、
１０８…入力部、１０９…出力部、２０１…ディスプレイ、２０２…紙葉類排出部、２０
３…紙幣投入口、２０４…紙幣返却口。
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